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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ２－５００ 掛け時計 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ２－５０ 全 掛け時計 

Ｊ２－５０Ａ 全 掛け時計（アナログ表示式） 

Ｊ２－５０Ｂ 全 掛け時計（デジタル表示式） 

Ｊ２－５０Ｃ 全 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ２－２０ 壁掛け等 

Ｃ２－２１ 壁掛け（壁掛け） 

Ｃ２－２２ 額縁（額縁） 

Ｊ２－４００ 置時計 

Ｌ３－１２ 屋外用時計 

Ｅ１－６７１０ 時計おもちゃ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

掛け時計   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

掛けて使用する時計。（つり下げて使用する時計も含む） 

   （注）１、「壁かけ（「額縁」も含む）」にアナログ表示式時計が組み込まれているものを含む。 

      ２、「壁かけ（「額縁」も含む）」にデジタル表示式時計が組み込まれているものは原則とし  

        て含まないが、時間表示部が広い場合、両担当間で協議。  

 

広告板（時計つき）と時計との関係（Ｆ５－１０台、Ｊ２－５台）  

・ 駅等の公共の場で時計（ただしアナログ）と広告板とが一体となったものが使用されることが多い。これら

はアナログ時計の特徴が、一般的には目立つためＪ２－５台に分類することとする。なお、デジタル時計つき

広告板はＦ５－１０台に残す。  

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

登録１１６０７８８号  
太陽電池付き時計 

登録７９１０１５号  
掛け時計 

登録７２３２７０号

掛時計 
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